
国際分類第１３－２０２６版対応の作成に当たり 

「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類は、世界知的所有

権機関（ＷＩＰＯ）で開催された第３５回ニース国際分類専門家委員会（２０２５年４月～５月）の決定に基づ

き、第１３－２０２６版へ改訂されることが決定しました。 

この国際分類第１３－２０２６版に対応するため、商品及び役務の区分に属する商品又は役務が掲げられてい

る商標法施行規則別表について所要の改正を行う、商標法施行規則の一部を改正する省令が令和８年１月１日

に施行されます。（令和７年経済産業省令第７９号 令和７年１２月１２日公布）   

そこで、「類似商品・役務審査基準〔国際分類第１３－２０２６版〕」においては、商標法施行規則の一部改正

に対応した改訂を、また商取引の実情の変化等に対応すべく、一部の商品・役務について表示の明確化等を行い

ました。 

主な変更点は以下のとおりです。 

（１）国際分類及び省令別表の改正に即した改訂 

例）＜類移行＞ 第９類「眼鏡」 → 第１０類 

第２６類「編みレース生地」「刺しゅうレース生地」 → 第２４類 

  ＜追加＞  第２４類「レース生地」 

  ＜削除＞  第１９類「送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。） 」 

（２）商取引の実情の変化への対応のための表示の明確化等 

例）＜表示変更＞ 第２１類「化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）」 

→ 第２１類「化粧用具（電気式のものを除く。）」

  ＜追加＞  第３９類「船舶による物品の輸送の媒介」 

本審査基準が、商品・役務に関する審査の円滑な運用に資することを望みます。 
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